
 

 

応募時の留意事項 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度に参加者負担金を財

源として行った事業を、参加

者負担金を無料にして助成金

で実施することとし要望した

いが、助成対象となるか。 

 

 

防犯パトロールを主業務と

して実施している団体が助成

要望をする場合の留意点は何

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前年度、助成金の交付を受

けた事業を、全く同様の内容

で継続事業として実施する場

合、再度、助成対象となるか。 

A． 本助成事業は民間における諸活動の育成のために行う

ものであり、団体として既に事業を実施している場合、

その事業は原則として助成対象とならない。ただし、新

たな活動を附加するなど、事業を充実させる場合につい

ては助成対象となる場合もある。 

 

 

A． Q. 1 の A に記載のとおり、団体が既に実施している

事業は助成対象として交付決定されるのは難しいので、

地域の課題に対応する新たな子育て支援事業を附加する

など工夫が必要である。 

（例１） 防犯パトロール隊員が、老人クラブ、町内会役 

     員等に参加を呼び掛け、隊員以外が着用するベスト 

やキャップを整備し、子ども見守り活動や挨拶運動 

を実施する。 

（例２） 地域住民や児童を対象に「防犯・交通安全・挨 

拶運動」の標語を募集し、「のぼり旗」を作成する。 

「のぼり旗」を通学路に設置し、地域住民に参加 

を呼び掛け通学時、下校時に挨拶運動を実施する。 

（例３） 防犯への意識の高揚や理解を深めてもらうため、 

活動の様子を紹介するパネル展示や親子を対象と 

した防犯クイズ大会等を行うイベントを実施す

る。 

 

A． 全く同様の内容の場合は助成対象とならず、前年度の

事業実施効果が高く、継続して事業を実施することが必

要と認められる場合については、再度、助成対象となる。

ただし、前年度の事業がいかに効果的であったか、その

実績を次年度以降どのように反映していくか等といった

ことが審査されるので、前年度交付を受けたからといっ

て、必ずしも交付されるとは限らないことに留意願いた

い。 
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Q．3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業内容について 



Q．4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q．5 

 

 

 

 

Q．6 

 

 

 

 

 

Q．7 

 

 

 

 

Q．8 

 

  

 

 

 

Q．9 

 

 

 

 

A． 支給単価は決まっていない。ただし、謝金の金額の

妥当性等を判断する際には、岩手県において定められて

いる「講師報償費支給基準」を参考としており、その金

額を超えた場合は、その理由（根拠）を明らかにする書

類の提出が必要となる。 

なお、「講師報償費支給基準」に定める額は次のとお

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

A．  職員の人件費は、団体の運営経費の一部とみなされ

るため助成対象とならない。ただし、要望している事

業実施のために臨時的に雇い上げたアルバイト等の人

件費は助成対象となる。 

 

A． 助成対象とならない。 

 

 

 

 

 

A．  個人に帰属するもの（持ち帰ったり、食べたりする

もの）は助成対象とならない。 

 

 

 

原則として、団体の資産となるようなものの購入は認

められない。パソコン、プリンター、プロジェクター、

カメラなど、一時的にレンタルする費用は助成の対象と

はなるが、長期間レンタルすることは認めない。 

 

A． 大型絵本、紙芝居、ビデオテープや DVD 等、公共施

設の貸出が利用できる物品については、それらを有効に

活用すべきとの考え方から、施設の整備状況に応じて減

額調整しているところである。ただし、時間や距離、利

用状況等で借用が困難な場合は、その旨を説明できる書

類の提出を受け、減額の有無について判断する。 

 

 

 

謝金の支給単価は決まって

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請団体に所属する職員の

給料、報酬や賃金等は助成対

象となるか。 

 

 

謝金ではなく菓子折りや物

品を渡す場合は助成対象とな

るか。 

 

 

 

農作物等の収穫体験代や工

作体験代は助成対象か。 

 

 

 

備品の購入について認めら

れない場合とは、どんな場合

ですか。 

 

 

 

大型絵本等の購入費を減額

される場合があるがその理由

は何か。 

【1時間当たりの額】 

大学学長    ： 8,900 円 

大学教授    ： 7,600 円 

大学准教授   ： 6,600 円 

大学助教・助手 ： 4,100 円 

その他     ： 3,900 円 

人件費について 

借上料等について 

物品購入について 
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Q．11 

 

 

 

 

 

 

Q．12 

 

 

Q．13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

継続事業の場合、物品購入費

を減額される場合があるがその

理由は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委託費が総事業費の50％を超

える場合は要望できないか。 

 

 

 

 

 

要望はいつの時点で行えばよ

いか。 

 

全額前金払いを請求できるの

はどのような場合か。 

A. 原則として次のように取り扱うものである。 

① 消耗品については、引き続き使用可能な同一物品

は助成対象外とする。ただし、事業の拡大に伴い数

量を増やす場合等については助成対象とするので、

その旨を説明できる書類の提出が必要である。 

② 備品については長期間使用に耐えられるものであ

ることから同一物品は助成対象外とする。ただし 

事業の拡大に伴い数量を増やす場合等については助

成対象とするので、その旨を説明できる書類の提出

が必要である。 

なお、継続事業に限らず既存の物品で使用できる

と判断される場合、その一部を減額もしくは全額助

成対象外とする場合がある。 

 

 

A. 製作過程が助成事業の核となり、その団体が企画した

ものであること。かつその作製が高度な技術であり団体

に製作(再現）技術がなく、委託せざるを得ない場合は委

託費が総事業費の 50％を超えていても認めることがあ

る。 

  

 

A． 原則として、事業に着手する前に要望書を提出し、交

付決定通知後から事業を開始することとなる。 

 

A． 前金払いは原則として、交付決定額の８割であるが、

団体やサークル等において、自己資金が全くなく、実施

準備等のため事業費の大部分が事前に必要となる場合等

は全額認めることもある。なお、全額前金払請求の場合

は、事前に財団事務局に問い合わせ願いたい。  

事務手続きについて 

○  参加者が楽しむ視点で企画すること。 

例えば人形劇等の場合、参加者が見るだけでなく、参加者

自身も人形劇等を体験できるように企画する。 

○  事業実施後に、目的が達成されたのか評価する「振り返り」

を行うこと。 

例えば、参加者アンケートの実施や事業終了後に「反省会」

を実施する等、その事業の実績・成果等を検証することを事

業計画段階で事業に組み入れること。 

○  事業を継続して実施できるよう単一の事業ではなく、様々

な事業が複合した魅力ある事業を計画すること。 

Q．14 

 

 

 

 

 

事業を計画する上で特に留

意する点は何か。 

 

委託費について 

その他 



「i・出会い応援事業」応募時の留意事項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成対象外となる費

用にはどのようなもの

がありますか？ 

 

 

 

 

報償費、人件費は助

成されますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当代は助成されま

すか？ 

 

 

 

印刷や広報宣伝に要

する費用はどの程度助

成されますか？ 

 

委託費について 

 

 

 

継続して要望したい

のですが、留意する点

は何ですか？ 

Ａ．「いわて子ども希望基金助成金交付規程の運用基準」に定められている

参加者の飲食費、団体事務局のみの打合せの費用、講演会終了後に講師を

囲んで行う懇親会等の費用、記録用のビデオ撮影委託費、助成事業の実施

に関わらない施設の使用料や事務機器類のレンタル料のほか、参加者の宿

泊費、集合場所への移動に係る交通費、ゲーム賞品代、農産物収穫・制作

体験等のうち個人に帰属するものは助成対象となりません。 

 

Ａ．講師、司会者、指導者、演奏者等、事業を実施するために必要と認めら

れる場合や、要望事業を実施するためだけに雇用したアルバイト等の人件

費は助成対象となります。ただし、事務局員が行う場合は対象となりませ

ん。 

 支給単価は岩手県において定められている「講師報償費支給基準」を参

考としており、その金額を超えた場合は、見積書または金額の根拠となる

資料を提出していただき、必要性が認められた場合に限り全額または一部

を助成します。 

≪講師報償費支給基準≫（1時間当たりの額） 

 大学学長 8,900円    大学教授 7,600円 

 大学准教授 6,600円   大学助教・助手 4,100円 

 その他 3,900円 

 

Ａ．イベント当日は、講師やアルバイト等のほか、事務局員についても、過

去の実績等を踏まえ、最小限の範囲で社会通念上妥当な額を助成します。

ただし、旅費（現地経費を含む）が支払われている場合は対象となりませ

ん。 

 

Ａ．原則として、１５万円を限度として助成します。ただし、イベント回数

や募集人数、地域性や必要性、継続事業の場合は前年度の効果等を勘案

し、調整する必要があります。 

 

Ａ．原則として、事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託する（総事業

費に対する外部委託費の割合が５０％以上）事業は助成対象となりませ

ん。 

 

Ａ．全く同内容で事業を実施する場合等は助成対象となりませんので、前年

度の事業がいかに効果的であったか、その実績を次年度以降にどのよう

に反映していくか等といったことを踏まえ、事業内容を充実強化した企

画・立案に留意する必要があります。（運用基準５ 助成期間もご参照

ください。） 

  また、要望時には原則として、「年次計画書」（様式第1号付表５）及び

「事業実施状況報告書」（様式１号付表６）も併せて提出することとな

ります。 
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